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第１章    計画策定にあたって 

 

 

 

１ 計画策定の背景 

（１）社会動向 

我が国の子どもたちを取り巻く社会環境をみると、少子化の進行が深刻な問題となって

おり、働き手の減少による社会保険料負担の増加や、経済規模の縮小、都市部への人口流

出などが懸念されています。また、生活環境の変化とともに、児童虐待やひきこもりなど

の家庭問題、地域社会のつながりの希薄化などが大きな問題となってきています。さら

に、自殺やいじめなどの生命・安全の危機、子育て家庭の孤独・孤立、格差拡大などの問

題も近年顕在化しており、子どもとその家庭を取り巻く環境は大きく変化しています。 

学習環境や学校そのものについても働き方改革やデジタルトランスフォーメーション

（DX）の推進によって、大きな変化がみられます。 

 

（２）国の動向 

国は、平成２４年８月に「子ども・子育て支援法」をはじめとする子ども・子育て関連

３法を成立させ、平成２７年４月から、幼児期の教育・保育、地域の子育て支援の量の拡

充や質の向上を進める「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。 

また、子どもの貧困対策においては、平成26年１月に「子どもの貧困対策の推進に関す

る法律」が施行され、「子どもの貧困対策に関する大綱」が平成26年８月に閣議決定されて

います。なお、この法律は令和６年６月に改正され、名称が「こどもの貧困の解消に向け

た対策の推進に関する法律」に改められるとともに、目的や基本理念の充実が図られてい

ます。 

さらに、子ども・若者を取り巻く環境の変化や、社会生活を円滑に営む上での困難さを

有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子ども・若者育成支援施策

の総合的推進を図るため、平成22年4月に施行された「子ども・若者育成支援推進法」の

もと、令和３年４月に新たに「子供・若者育成支援推進大綱」が策定されました。 

近年の重要な展開としては、令和５年４月に、子ども施策を社会全体で総合的かつ強力 

に推進していくための包括的な基本法として、「こども基本法」が施行されました。こども

基本法は、日本国憲法、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全

ての子どもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やか

に成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護

が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現をめざすものです。        

また、同じく令和５年４月に、「こども家庭庁」が発足し、令和５年１２月には、こども基
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本法に基づき、子ども政策を総合的に推進するため、政府全体の子ども施策の基本的な方

針等を定める「こども大綱」が閣議決定され、子どもや若者、子育て当事者の幸福追求に

おいて非常に重要な進展がみられました。 

さらに、令和６年４月には児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える

世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、「児童福祉法」が改正され、子

育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等が行われました。 

 

（３）福岡県の動向 

福岡県は、令和２年３月に次世代育成支援対策推進法（第９条）に基づく「福岡県次世

代育成支援行動計画」と、子ども・子育て支援法（第62条）に基づく「福岡県子ども・子

育て支援事業支援計画」を合わせ持つ計画として、「第２期ふくおか子ども・子育て応援総

合プラン」を策定しています。 

また、令和３年３月には子どもの貧困対策の推進に関する法律（第９条）に基づく「第

２期福岡県子どもの貧困対策推進計画」、令和４年３月には福岡県青少年健全育成条例（第

８条）と、子ども･若者育成支援推進法（第９条）に基づく「福岡県青少年健全育成総合計

画」を策定し、子ども・子育てに関わるさまざまな施策を展開しています。 

 

 

２ 計画策定の趣旨 

本市は、誰もが安心して子どもを生み育てることができ、子どもの健やかな成長及び自

立が図られること並びに「児童の権利に関する条約」の理念にのっとり、子どもの権利が

尊重される社会の実現をめざし、平成31年3月制定の「古賀市子ども・子育て支援条例」

及び令和２年３月策定の第２期古賀市子ども・子育て支援事業計画に基づき、さまざまな

子育て支援に取り組んできました。 

令和４年３月に策定した第５次古賀市総合計画では、都市イメージ「ひと育つ こが育つ

～人がまちを支え まちが産業を支え 産業が人を支え みんなが育つ 未来に向かって育ち

続けるまち～」の実現に向けて、基本目標の一つとして「すべての人が尊重し合い 未来を

拓く子どもたちが輝くまち」を掲げ、一人ひとりが個性を認め合い、子どもたちの育ちと

学びをまちぐるみで支え、誰もが心豊かに自分らしく生きられるまちをめざしています。

また、子ども子育てに関わる政策として、「子育て支援の充実」、「学校教育の充実」、「つな

がりを深める学ぶ機会の充実」、「人権と多様性の尊重」を進めています。 

このように、これまでに国、県及び市ではさまざまな子育て支援に取り組んできました

が、少子化の進行には依然として歯止めがかかっておらず、少子化は本市のみならず全国

的な課題となっています。さらに、子どもや子育て家庭を取り巻く課題も、ますます複雑

化・多様化しています。 

こうした状況の中で施行された「こども基本法」においては、市がこども大綱及び県こ

ども計画を勘案し、市における子ども施策に関する計画を定めるよう努めることが求めら

れています。 
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このたび策定する「古賀市こども計画」は、「こども基本法」の理念や「こども大綱」に

おける子ども施策に関する基本的な方針などに基づき、本市の実情を踏まえながら、全て

の子ども・若者が身体的、精神的、社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイン

グ）で生活を送ることができる社会、つまり「こどもまんなか社会」の実現に向けて取り

組むために策定するものです。 

 

３ 計画の位置付け 

〇 本計画は、こども基本法第10条第２項に基づく「市町村こども計画」であり、本市が今

後進める子ども・子育て施策の目的や基本的方向を示すものです。 

〇 子ども・子育て支援法第61条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」や次世代

育成支援対策推進法第８条に基づく「市町村行動計画」、こどもの貧困の解消に向けた

対策の推進に関する法律第10条第２項に基づく「市町村計画」、子ども・若者育成支援

推進法に第９条第２項に基づく「市町村子ども・若者計画」を包含し一体的に策定して

います。 

〇 古賀市子ども・子育て支援条例第４条に定める行動計画として位置づけます。 

〇 第５次古賀市総合振興計画を上位計画とし、その他関連計画と整合性を図っています。 
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４ 計画の期間 

本計画は、令和７年度から令和11年度までの５か年を計画期間とします。 

計画期間 
 

令和
２年 

令和
３年 

令和
４年 

令和
５年 

令和
６年 

令和
７年 

令和
８年 

令和
９年 

令和
10年 

令和
11年 

令和
12年 

 

    

      

 

 

５ 計画の策定方法 

（１）ニーズ調査の実施 

本計画の策定に伴い、住民の方のこども・子育てに関する考えや意見を聞き、調査結果

を計画策定の基礎資料として活用するためにアンケート調査を実施しました。 

さらに、子ども・若者を対象にしたワークショップの開催、地域の子育て支援者に対し

てヒアリング調査を行い、子ども・子育てに関する貴重なご意見をいただきました。 

 

① アンケート調査 

調査地域 古賀市全域 

調査の種類 ○ 子ども・子育て支援に関するアンケート 
○ 子どもの生活状況に関するアンケート 
○ 子ども・若者の意識に関するアンケート 

調査対象者 【就学前児童の保護者】市内在住の就学前児童の保護者 
【小学生の保護者】市内在住の全小学２年生・４年生・５年生の 

児童の保護者 
【小学校６年生】古賀市立小学校に通う全小学６年生 
【中学校３年生】古賀市立中学校に通う全中学３年生 
【小・中学生の保護者】古賀市立小学校・中学校に通う 

全小学６年生、中学３年生の児童の保護者 
【子ども・若者】市内在住の１６歳から３９歳の方 

調査期間 令和６年５月２７日～令和６年６月２１日 

調査方法 【就学前児童の保護者】 
郵送による配布、郵送･WEBによる回答併用 

【小学生の保護者】【小学校６年生】【中学校３年生】 
【小・中学生の保護者】 
学校を通じて配布、WEBによる回答併用 

 

 

古賀市こども計画 

第２期 

古賀市子ども・子育て支援事業計画 

次期

計画 
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 配布数 有効回答数 有効回答率 

就学前児童保護者 １,０００通 ５７４通 ５７.４％ 

小学生２・４・５年生 

の保護者 
１,６９０通 ７５７通 ４４.８％ 

小学６年生 ６１８通 ４５９通 ７４.３％ 

中学３年生 ５８１通 ４０１通 ６９.０％ 

小学６年生・中学３年生 

の保護者 
１,１９９通 ５４６通 ４５.５％ 

若者（16歳～３９歳） ６９８通 ２３５通 ３３.７％ 

 

② ヒアリング調査 

■ 子ども・若者グループ 

項目 子ども・若者ワークショップ 

開催日時 令和６年５月２６日（日）午後２時～ 

場所 リーパスプラザこが 

参加者 高校生・若者 ８名、中学生 ６名 計 １４名 

内容 

 

 

テーマ１ 「これまでを思い出そう！！ 
自分たちがいきいき、わくわくする瞬間って？」 

テーマ２ 「未来を語ろう！（10年後の子どもたち）子ども 
        たちにとって夢があるまちって？」 

 

■ 支援者グループ 

項目 子育て支援者グループヒアリング 

開催日時 令和６年６月２９日（土）午後７時～ 

場所 リーパスプラザこが 

参加者 地域支援者 １２名 

内容 
 
 

テーマ１ 「５年前と比べての変化を考えよう」 
テーマ２ 「子育て支援に取り組むみなさんからみえる 

子育て世帯がかかえる現状と課題」 

 

 

（２）古賀市子ども・子育て会議による審議 

第２期子ども・子育て支援事業計画の評価は、毎年、前年度事業実績を古賀市子ども・

子育て会議で報告し、委員の皆様からご意見をいただきながら、進捗管理を進めてきまし

た。 

本計画である古賀市こども計画の策定についても、各種調査の結果を基に、子育て当事

者等の意見を反映できるよう当会議で審議しました。 
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第２章    古賀市の子どもや子育てを取り巻く

現状 

 

 

 

１ 統計データでみえる古賀市の現状 

（１）人口の状況 

① 年齢３区分別人口の推移 

本市の人口の推移をみると、総人口は減少傾向にあり、令和６年４月１日現在で59,211

人となっています。また、年齢３区分別人口構成の推移をみると、年少人口（０～14歳）は

減少しているのに対し、老年人口（65歳以上）は増加しており、少子高齢化が進んでいま

す。 

 

年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在） 

 

  

8,486 8,482 8,472 8,266 8,150 

35,417 35,109 34,609 34,361 34,287 

15,755 16,118 16,369 16,510 16,774 

59,658 59,709 59,450 59,137 59,211 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上）
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② 年齢別就学前児童数の推移 

本市の０歳から５歳の子ども人口は令和２年以降減少しており、令和６年現在で2,796

人となっています。 

 

年齢別就学前児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 4月 1日現在） 
 
 
 

③ 年齢別就学児童数の推移 

本市の６歳から11歳の子ども人口は令和２年以降減少傾向となっており、令和６年現在

で3,519人となっています。 

 

年齢別就学児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在） 

  

441 432 437 396 361

503 487 458 453 423

526 521 496 467 481

543 548 526 508 490

599 549 571 525 515

555 610 554 571 526

3,167 3,147 3,042 
2,920 2,796 

0

1000

2000

3000

4000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

586 556 613 551 576

609 600 554 613 551

601 607 608 549 620

612 617 611 605 549

611 608 618 607 605

588 610 617 621 618

3,607 3,598 3,621 3,546 3,519 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳
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（２）世帯の状況 

① 一般世帯・核家族世帯の状況 

本市の核家族世帯数は年々増加しており、令和２年で15,161世帯となっています。一方

で、単独世帯の増加の影響もあって、一般世帯に占める核家族世帯の割合は減少してお

り、令和２年で64.3%となっています。 

 

一般世帯・核家族世帯の状況 

単位：世帯、人 

 

一
般
世
帯
総
数 

 

親族世帯 非
親
族
世
帯 

単
独
世
帯 

一
般
世
帯
人
員
数 

 

核家族世帯 そ
の
他
の
親
族
世
帯 

夫
婦
の
み 

夫
婦
と
子
ど
も 

男
親
と
子
ど
も 

女
親
と
子
ど
も 

平成
22年 

21,494 16,221 14,271 4,438 7,579 299 1,955 1,950 189 5,075 56,661 

平成
27年 

22,289 16,318 14,510 4,961 7,248 295 2,006 1,808 184 5,785 56,515 

令和 
2年 

23,564 16,681 15,161 5,482 7,140 328 2,211 1,520 221 6,651 57,188 

※親族世帯：２人以上の世帯のうち、世帯主と親族関係にある方のみで構成される世帯。 

※非親族世帯：２人以上の世帯のうち、世帯主と親族関係にない方を含んで構成される世帯。 

 
資料：国勢調査 

 

一般世帯・核家族世帯の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査 
 

21,494 22,289 23,564 14,271 14,510 15,161 

66.4 65.1
64.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成22年 平成27年 令和２年

（％）（世帯）

一般世帯数 核家族世帯数 一般世帯総に占める核家族世帯の割合
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② ６歳未満・18歳未満の子どもがいる世帯の状況 

本市の６歳未満及び18歳未満の子どもがいる世帯について、６歳未満の子どもがいる一

般世帯数は減少、核家族世帯数は増加、18歳未満の子どもがいる一般世帯数、核家族世帯

数はともに増加しています。また、構成割合はいずれの世帯も増加しており、令和２年は

それぞれ89.7％、88.3％となっています。 

 

６歳未満・18歳未満の子どもがいる世帯の状況 

単位：世帯、割合 

 
 
 

本市の６歳未満の子どもがいる世帯の状況について、一般世帯数は平成22年から令和２

年にかけて減少しています。また、核家族世帯数は、平成22年から平成27年にかけて減少

し、平成27年から令和２年にかけて増加しているため、核家族世帯の割合は増加していま

す。 
 
 

６歳未満の子どもがいる世帯の状況 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

  

 平成 22年 平成 27年 令和 2年 

6歳未満の子どもがいる一般世帯数① 2,457 2,345 2,340 

6歳未満の子どもがいる核家族世帯数② 2,126 2036 2,100 

構成割合②/① 86.5% 86.8% 89.7% 

18歳未満の子どもがいる一般世帯数③ 5,978 5,535 5,578 

18歳未満の子どもがいる核家族世帯数④ 5,018 4,719 4,926 

構成割合 ④/③ 83.9% 85.3% 88.3% 

2,457 2,345 2,340 2,126 2,036 2,100 

86.5 86.8 89.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成22年 平成27年 令和２年

（％）（世帯）

６歳未満の子どもがいる一般世帯数① ６歳未満の子どもがいる核家族世帯数②

構成割合
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本市の18歳未満の子どもがいる世帯の状況について、一般世帯、核家族世帯ともに減少

傾向にあります。構成割合は増加しており、令和２年で88.3％となっています。 

 

 

18歳未満の子どもがいる世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

 

 

③ 18歳未満の子どもがいるひとり親世帯の推移 

本市の18歳未満の子どもがいるひとり親世帯の状況について、母子世帯、父子世帯とも

に減少しており、令和２年で母子世帯は339世帯、父子世帯は23世帯となっています。 

 

18歳未満の子どもがいるひとり親世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

  

5,978 5,535 5,578 5,018 4,719 4,926 

83.9 85.3 88.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成22年 平成27年 令和２年

（％）（世帯）

18歳未満の子どもがいる一般世帯数③ 18歳未満の子どもがいる核家族世帯数④

構成割合

403 

343 339

32 27 23

0

100

200

300

400

500

平成22年 平成27年 令和２年

（世帯）

18歳未満の子どもがいる母子世帯 18歳未満の子どもがいる父子世帯
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（３）出生数の推移 

① 出生数の推移 

本市の出生数は、過去５年間において平成30年をピークに減少傾向にあり、令和４年で

422人と過去５年間で53人減少しています。 

 

出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各都道府県人口動態統計（各年４月１日） 

 

 

② 母の年齢別（5歳階級）出生率の推移 

令和４年の母の年齢別（５歳階級）出生率をみると、30～34歳が最も高く、97.5％で

157人となっています。 

 

母の年齢別（5歳階級）出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 厚労省統計に準ずる母の年齢別（年齢階級）出生率 
古賀市のある年齢（年齢階級）の母が 1年間に生んだ子の数÷古賀市のあ
る年齢（年齢階級）の人口×1,000 

資料：人口動態統計（令和４年） 

 
 

475 
426 

452 430 422 

0

100

200

300

400

500

600

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

（人）

4.9

33.3

93.0 97.5

51.9

9.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳

（人口千対）

集計中 
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（４）未婚・結婚の推移 

① 年齢別（5歳階級）未婚率の推移 

本市の年齢別未婚率は、平成27年と比較すると、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

年齢別（5歳階級）未婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

  

99.5
92.4

66.7

39.1
26.3

21.3

20.3

99.7
93.3

68.9

40.2

25.9

22.6

19.0 
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

（％）

令和2年 平成27年
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（５）就業の状況 

① 女性の年齢別（5歳階級）就業率の推移 

本市の女性の年齢別就業率は、出産・育児期に落ち込み、再び増加するＭ字カーブを描

いています。平成２７年と比べ、令和２年は、すべての年代で就業率が高くなっていま

す。 
 

女性の年齢別（5歳階級）就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：国勢調査 

 

② 女性の年齢別（5歳階級）就業率（県・国比較） 

本市の令和２年の女性の年齢別就業率を県、国と比較すると、15～59歳で県、国より高

く、60歳以上は県、国を下回っています。 
 

女性の年齢別就業率（令和２年 国・県比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年） 

16.0 

66.4 

73.1 
67.6 66.4 

73.0 75.3 74.2 
69.1 

55.4 

36.1 

21.9 

10.8 5.4 
2.1 

13.5 

63.6 
72.2 

63.3 64.8 
70.3 73.7 70.5 

63.4 

46.3 

27.8 

16.0 

7.2 
4.0 

1.6 
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

（％）

令和２年 平成27年

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

（％）

古賀市 福岡県 国
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③ 女性の年齢別（5歳階級）就業率（有配偶・未婚比較） 

本市の令和２年の女性の有配偶・未婚別就業率をみると、20歳～69歳までの既婚者に比

べ、未婚者の就業率が高くなっています。 

 

女性の年齢別就業率（令和２年 有配偶・未婚比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：国勢調査（令和２年） 

  

33.3 47.7

58.9

59.8
64.4

71.6
75.1 73.8

68.6

52.7

33.1 20.1

11.0 5.2
6.515.9

69.9

84.7 84.1
74.5
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68.9
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38.3

18.7
5.4 0.0

6.10.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

（％）

有配偶 未婚
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（６）その他の状況 

① 児童扶養手当受給世帯数 

本市の児童扶養手当受給世帯数は、令和２年度までは概ね横ばいで推移しておりました

が、直近３年は微減傾向にあります。 

 

児童扶養手当受給世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：古賀市（各年度３月末） 
 
 

② 児童扶養手当受給世帯数の状況 

本市の児童扶養手当受給世帯の状況は、母子世帯、父子世帯ともに、離婚に起因するこ

とが最も多く、令和６年(3月末時点)であわせて420世帯となっています。 

 

児童扶養手当受給世帯の状況 

単位：世帯 

 離婚 死別 未婚 障がい 遺棄 養育者 
その他

※ 
計 

母子世帯 401 2 59 1 2 1 15 481 

父子世帯 19 1 0 0 0 0 0 20 

合計 420 3 59 1 2 1 15 501 

※きょうだい児童の状況がそれぞれ異なる場合や、いずれの項目にも該当しない場合 
資料：古賀市（令和６年３月末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

（世帯） 

541 545 533 515 501

0

100

200

300

400

500

600

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
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③ 小・中学生の就学援助の状況 

本市の小・中学生における就学援助認定者数は増加傾向にあります。令和５年で、小学

生は、認定者数が570人、認定率は16.2％となっています。中学生は、認定者数が311

人、認定率が17.9％となっています。 

 

就学援助認定者数（小学生）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学援助認定者数（中学生）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：古賀市 
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④ 生活保護受給世帯数 

本市の生活保護受給世帯数は、令和５年度で487世帯、674人となっています。保護率

を福岡県と比較すると、令和元年度以降、低い水準で推移しています。 

 

生活保護受給世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４月～翌３月までの 12か月分の数値を算出した後、12で除して算出した値 
資料：福岡県 
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２ アンケート調査結果からみえる現状 

（１）就学前児童保護者アンケート 

① 母親の就労状況 

「フルタイムで就労しており、産休・

育休・介護休業中ではない」の割合が

30.0％と最も高く、次いで「パ－ト・

アルバイト等で就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない」の割合が

24.6％、「以前は就労していたが、現在

は就労していない」の割合が21.8％と

なっています。 

平成30年度調査と比較すると、「フル

タイムフルタイムでの就労」の割合が増

加しています。一方、「パ－ト・アルバ

イト等で就労しており、産休・育休・介

護休業中ではない」の割合が減少してい

ます。 

 

② 保護者以外でこどもの面倒をみてもらえる人の状況 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等

の親族にみてもらえる」の割合が

69.2％と最も高く、次いで「日常的に

祖父母等の親族にみてもらえる」の割合

が23.9％、「いずれもいない」の割合が

13.2％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「日常

的に祖父母等の親族にみてもらえる」

「緊急時もしくは用事の際には子どもを

みてもらえる友人・知人がいる」の割合

が減少しています。 

 

 

 

  

％

フルタイムで就労してお
り、産休・育休・介護休業
中ではない

フルタイムで就労してお
り、産休・育休・介護休業
中である

パ－ト・アルバイト等で就
労しており、産休・育休・
介護休業中ではない

パ－ト・アルバイト等で就
労しており、産休・育休・
介護休業中である

以前は就労していたが、現
在は就労していない

これまで就労したことがな
い

無回答

30.0

17.4

24.6

4.0

21.8

1.6

0.7

27.6

7.2

32.0

2.0

26.0

2.3

2.9

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 574）

平成30年度調査

（回答者数 = 753）

％

日常的に祖父母等の親族に
みてもらえる

緊急時もしくは用事の際に
は祖父母等の親族にみても
らえる

日常的に子どもをみてもら
える友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際に
は子どもをみてもらえる友
人・知人がいる

いずれもいない

無回答

23.9

69.2

1.9

8.5

13.2

0.2

30.4

64.4

4.0

17.9

11.9

0.8

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 574）

平成30年度調査

（回答者数 = 756）
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③ 子育てサークルなどへの参加状況 

「現在は参加しておらず、今後も参加

するつもりはない」の割合が48.4％と

最も高く、次いで「現在は参加していな

いが、今後機会があれば参加したい」の

割合が37.3％、「現在参加しており、今

後も参加するつもりである」の割合が

13.8％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、大き

な変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 平日、「定期的に」利用している教育・保育事業 

「認定こども園」の割合が62.8％と

最も高く、次いで「幼稚園」の割合が

19.1％、「認可保育所」の割合が

12.5％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「認

定こども園」の割合が増加していま

す。一方、「幼稚園」「認可保育所」の

割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

その他の届出保育施設

居宅訪問型保育

ファミリ－・サポ－ト・セ
ンタ－

その他

無回答

19.1

6.9

12.5

62.8

1.8

0.0

1.0

1.0

0.0

0.0

1.5

1.0

38.1

7.2

50.4

7.8

2.7

0.0

0.6

0.5

0.0

0.0

1.3

0.8

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 393）

平成30年度調査

（回答者数 = 625）

％

現在参加しており、今後も
参加するつもりである

現在参加しているが、今後
は参加するつもりはない

現在は参加していないが、
今後機会があれば参加した
い

現在は参加しておらず、今
後も参加するつもりはない

無回答

13.8

0.2

37.3

48.4

0.3

10.8

0.7

35.8

52.0

0.7

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 574）

平成30年度調査

（回答者数 = 756）
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⑤ 平日、「定期的に」利用したいと思う教育・保育事業 

「認定こども園」の割合が66.4％と

最も高く、次いで「認可保育所」の割合

が40.2％、「幼稚園」の割合が36.2％と

なっています。 

平成30年度調査と比較すると、「認定

こども園」「小規模な保育施設」の割合

が増加しています。一方、「幼稚園」「認

可保育所」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

その他の届出保育施設

居宅訪問型保育

ファミリ－・サポ－ト・セ
ンタ－

その他

無回答

36.2

24.7

40.2

66.4

11.0

2.3

4.9

3.1

6.8

7.1

1.6

1.9

51.9

27.2

56.7

20.8

5.4

1.2

3.7

1.3

2.5

3.3

0.7

1.7

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 574）

平成30年度調査

（回答者数 = 756）
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⑥ 子どもが病気やケガで教育・保育事業が利用できなかった場合の対処方法 

「母親が休んだ」の割合が75.3％と

最も高く、次いで「父親が休んだ」の割

合が41.7％、「（同居者を含む）親族・

知人に子どもをみてもらった」の割合が

32.6％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「父親

が休んだ」「母親が休んだ」「病児の保育

を利用した」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 病児保育や病後児保育の利用希望 

【病児保育】 

「利用したい」の割合が48.6％、「利

用したいと思わない」の割合が44.0％

となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「利用

したい」の割合が増加しています。一

方、「利用したいと思わない」の割合が

減少しています。 

  

％

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知
人に子どもをみてもらった

父親または母親のうち就労
していない方が子どもをみ
た

病児の保育を利用した

病後児の保育を利用した

ベビ－シッタ－を利用した

ファミリ－・サポ－ト・セ
ンタ－を利用した

仕方なく子どもだけで留守
番をさせた

その他

病気やケガで利用できな
かったことはない

無回答

41.7

75.3

32.6

15.5

15.5

3.6

1.0

1.0

2.3

3.8

1.8

9.2

19.7

67.2

37.0

18.7

5.8

2.2

1.8

2.1

2.9

2.9

3.4

11.2

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 393）

平成30年度調査

（回答者数 = 625）

％

利用したい

利用したいと思わない

無回答

48.6

44.0

7.4

40.8

49.3

9.9

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 393）

平成30年度調査

（回答者数 = 625）
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 ⑧ 育児休業の取得状況 

「母親が取得した」の割合が49.3％

と最も高く、次いで「取得していない」

の割合が31.0％、「母親と父親の両方が

取得した」の割合が12.7％となってい

ます。 

平成30年度調査と比較すると、「母親

が取得した」「母親と父親の両方が取得

した」の割合が増加しています。一方、

「取得していない」の割合が減少してい

ます。 

  

％

母親が取得した

父親が取得した

母親と父親の両方が取得し
た

取得していない

無回答

49.3

5.2

12.7

31.0

1.7

38.6

1.1

0.5

57.5

2.2

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 574）

平成30年度調査

（回答者数 = 756）
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⑨ 育児休業を取得していない理由 

「職場に育児休業を取りにくい雰囲気

があった」、「子育てや家事に専念するた

め退職した」の割合が25.8％と最も高

く、次いで「配偶者が無職、祖父母等の

親族にみてもらえるなど、制度を利用す

る必要がなかった」の割合が23.0％と

なっています。 

平成30年度調査と比較すると、「職場

に育児休業を取りにくい雰囲気があっ

た」「仕事が忙しかった」「収入減とな

り、経済的に苦しくなる」「有期雇用の

ため育児休業の取得要件を満たさなかっ

た」の割合が増加しています。一方、

「配偶者が無職、祖父母等の親族にみて

もらえるなど、制度を利用する必要がな

かった」「子育てや家事に専念するため

退職した」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

職場に育児休業を取りにく
い雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復
帰したかった

仕事に戻るのが難しそう
だった

昇給・昇格などが遅れそう
だった

収入減となり、経済的に苦
しくなる

保育所などに預けることが
できた

配偶者が無職、祖父母等の
親族にみてもらえるなど、
制度を利用する必要がな
かった

子育てや家事に専念するた
め退職した

職場に育児休業の制度がな
かった（就業規則に定めが
なかった）

有期雇用のため育児休業の
取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できること
を知らなかった

産前産後の休暇（産前６週
間、産後８週間）を取得で
きることを知らず、退職し
た

その他

無回答

25.8

22.5

3.4

4.5

6.2

21.3

1.7

23.0

25.8

14.0

9.0

1.1

1.1

18.0

2.2

11.3

12.2

2.5

3.9

1.4

9.0

3.4

28.7

33.3

9.7

2.3

1.8

0.9

17.2

3.0

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 178）

平成30年度調査

（回答者数 = 435）
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⑩ 「子どもの権利」の認知度 

「名前も内容も知っている」の割合が

40.2％と最も高く、次いで「名前は知

っているが内容は知らなかった」の割合

が32.4％、「知らなかった」の割合が

26.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 子どもの意見を取り入れているか 

「常にしている」の割合が54.0％と

最も高く、次いで「ときどきしている」

の割合が39.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 574 ％

名前も内容も知っている

名前は知っているが内容は
知らなかった

知らなかった

無回答

40.2

32.4

26.8

0.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 574 ％

常にしている

ときどきしている

あまりしていない

まったくしたことがない

無回答

54.0

39.7

3.0

1.7

1.6

0 20 40 60 80 100
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⑫ 子育ての環境や支援への満足度 

「ふつう」の割合が33.1％と最も高

く、次いで「やや満足」の割合が

30.0％、「やや不満」の割合が14.8％と

なっています。 

平成30年度調査と比較すると、「やや

満足」「満足度が高い」の割合が増加し

ています。一方、「やや不満」「ふつう」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

⑬ 子育てをする上で、特に不安に思っていることや悩んでいること 

「子育てで出費がかさむ」の割合が

40.1％と最も高く、次いで「子育てに

よる身体の疲れが大きい」の割合が

29.3％、「子どもとふれあう時間が十分

にとれない」の割合が22.1％となって

います。 

平成30年度調査と比較すると、「子ど

ものしつけや接し方がよくわからない」

「子育てによる身体の疲れが大きい」

「子育てで出費がかさむ」の割合が増加

しています。一方、「不安に思うことは

特にない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

満足度が低い

やや不満

ふつう

やや満足

満足度が高い

無回答

6.3

14.8

33.1

30.0

14.3

1.6

7.7

22.2

39.6

20.4

8.2

2.0

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 574）

平成30年度調査

（回答者数 = 756）

％

子どもとふれあう時間が十
分にとれない

子どものしつけや接し方が
よくわからない

子どもの病気や発育・発達
の遅れが気になる

親として自信が持てない

配偶者の協力が得られない

子育てが大変なことを身近
な人が理解してくれない

理由は分からないが不安に
なる

子どものことで話し相手や
相談相手がいない

仕事が十分にできない

自分のやりたいことが十分
にできない

子育てによる身体の疲れが
大きい

子育てで出費がかさむ

住居が狭い

その他

不安に思うことは特にない

無回答

22.1

19.9

13.8

7.7

4.2

1.6

6.6

1.9

10.5

19.7

29.3

40.1

11.5

4.2

9.1

6.8

21.2

13.5

9.7

6.5

5.8

1.7

4.4

1.1

10.1

18.5

17.7

31.1

8.9

3.7

14.6

10.2

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 574）

平成30年度調査

（回答者数 = 756）
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⑭ 子どもと外出する際に困ったこと、困ること 

「買い物や用事の合間の気分転換に、

子どもを遊ばせる場所がないこと」の割

合が29.8％と最も高く、次いで「小さ

な子どもとの食事に配慮された場所がな

いこと」の割合が28.2％、「トイレがオ

ムツ替えや親子での利用に配慮されてい

ないこと」の割合が26.0％となってい

ます。 

平成30年度調査と比較すると、「トイ

レがオムツ替えや親子での利用に配慮さ

れていないこと」「授乳する場所や必要

な設備がないこと」「小さな子どもとの

食事に配慮された場所がないこと」の割

合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

歩道や信号がない通りが多
く、安全性に心配があるこ
と

歩道の段差などが通行の妨
げになっていること

公共交通機関での移動が困
難であること

トイレがオムツ替えや親子
での利用に配慮されていな
いこと

授乳する場所や必要な設備
がないこと

小さな子どもとの食事に配
慮された場所がないこと

買い物や用事の合間の気分
転換に、子どもを遊ばせる
場所がないこと

緑や広い歩道がない

暗い通りや見通しのきかな
いところが多く、子どもが
犯罪の被害にあわないか心
配であること

周囲の人が子ども連れを迷
惑そうに見ること

困っているときに、たすけ
てくれる人が少ないこと

その他

特に困ることはない

無回答

19.5

7.1

17.1

26.0

16.9

28.2

29.8

10.5

23.2

5.6

4.7

4.2

12.5

6.4

19.7

5.3

14.4

16.8

8.3

19.7

27.2

13.4

26.6

6.1

4.1

3.7

16.4

10.6

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 574）

平成30年度調査

（回答者数 = 756）
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（２）小学生保護者アンケート 

① 「子どもの権利」の認知度 

「名前も内容も知っている」の割合が

39.8％と最も高く、次いで「名前は知

っているが内容は知らなかった」の割合

が33.9％、「知らなかった」の割合が

26.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

② 放課後に過ごす場所 

「自宅」の割合が71.9％と最も高

く、次いで「運動系の習い事（野球、サ

ッカ－クラブなど）」の割合が42.4％、

「文化系の習い事（ピアノ、書道教室な

ど）」の割合が25.4％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「学童

保育所」の割合が増加しています。一

方、「自宅」「祖父母宅や保護者の友人・

知人宅」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 757 ％

名前も内容も知っている

名前は知っているが内容は
知らなかった

知らなかった

無回答

39.8

33.9

26.2

0.1

0 20 40 60 80 100

％

自宅

祖父母宅や保護者の友人・
知人宅

運動系の習い事（野球、
サッカークラブなど）

文化系の習い事（ピアノ、
書道教室など）

学習塾

児童センター

放課後子供教室（アンビ
シャス広場）

学童保育所

ファミリー・サポート・セ
ンター

放課後デイサービス

その他（公民館、公園な
ど）

無回答

71.9

9.4

42.4

25.4

10.0

6.3

6.5

21.5

0.3

5.0

23.4

1.7

79.1

15.0

40.0

27.7

13.9

2.7

3.5

13.1

0.5

－

26.0

0.9

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 757）

平成30年度調査

（回答者数 = 635）
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③ 子どもの意見を取り入れているか 

「ときどきしている」の割合が

51.0％と最も高く、次いで「常にして

いる」の割合が44.9％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 子育ての環境や支援への満足度 

「ふつう」の割合が47.2％と最も高

く、次いで「やや満足」の割合が

23.8％、「やや不満」の割合が15.1％と

なっています。 

平成30年度調査と比較すると、「やや

満足」の割合が増加しています。一方、

「やや不満」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ヤングケアラーの認知度 

「言葉も内容も知っている」の割合が

81.0％と最も高くなっています。 

 

 

  

％

満足度が低い

やや不満

ふつう

やや満足

満足度が高い

無回答

7.5

15.1

47.2

23.8

5.7

0.8

12.3

23.8

51.7

9.0

1.3

2.0

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 757）

平成30年度調査

（回答者数 = 635）

回答者数 = 757 ％

常にしている

ときどきしている

あまりしていない

まったくしたことがない

無回答

44.9

51.0

3.4

0.3

0.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 757 ％

言葉も内容も知っている

言葉は聞いたことがある

知らない

無回答

81.0

9.2

9.2

0.5

0 20 40 60 80 100
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（３）小学６年生アンケート 

① 放課後の過ごし方について（だれと過ごすことが一番多いか） 

「家族の大人」の割合が32.7％と最

も高く、次いで「友だち」の割合が

29.8％、「きょうだい」の割合が16.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自分の考えについて 

『②家族は自分の意見を大切にしてくれている』『③がんばればいいことがある』で

「そう思う」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 朝食の摂取状況 

「毎日食べる」の割合が79.5％と最

も高く、次いで「週に５、６日は食べ

る」の割合が10.2％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 459 ％

毎日食べる

週に５、６日は食べる

週に３、４日は食べる

週に１、２日は食べる

ほとんど食べない

無回答

79.5

10.2

3.5

1.7

4.4

0.7

0 20 40 60 80 100

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかと言えばそう思わない 思わない

無回答

回答者数 = 459

①自分にはよいところがある

②家族は自分の意見を大切に
  してくれている

③がんばればいいことがある

④毎日の生活が楽しい

⑤自分の将来が楽しみだ

38.8

60.6

65.1

51.2

46.4

43.4

31.6

25.3

39.7

32.5

12.0

5.4

5.7

6.8

14.4

5.4

1.7

3.5

1.7

6.3

0.4

0.7

0.4

0.7

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 459 ％

家族の大人

家族以外の大人

きょうだい

塾や習い事の先生

友だち

ひとりですごす

その他

無回答

32.7

0.0

16.8

6.3

29.8

12.4

1.7

0.2

0 20 40 60 80 100
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（４）中学３年生アンケート 

① 放課後の過ごし方について 

「家族の大人」の割合が31.4％と最

も高く、次いで「部活動の先生や部員」

の割合が22.4％、「ひとりですごす」の

割合が17.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自分の考えについて 

『②家族は自分の意見を大切にしてくれている』『③がんばればいいことがある』で

「そう思う」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 朝食の摂取状況 

「毎日食べる」の割合が80.5％と最

も高くなっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 401 ％

毎日食べる

週に５、６日は食べる

週に３、４日は食べる

週に１、２日は食べる

ほとんど食べない

無回答

80.5

8.2

5.0

2.5

3.7

0.0

0 20 40 60 80 100

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかと言えばそう思わない 思わない

無回答

回答者数 = 401

①自分にはよいところがある

②家族は自分の意見を大切に
  してくれている

③がんばればいいことがある

④毎日の生活が楽しい

⑤自分の将来が楽しみだ

37.7

61.1

65.8

53.9

34.7

43.6

34.9

24.9

36.7

40.9

14.0

2.7

7.0

7.2

16.0

4.7

1.2

2.0

2.0

8.5

0.2

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 401 ％

家族の大人

家族以外の大人

きょうだい

塾や習い事の先生

友だち（部活動以外）

部活動の先生や部員

ひとりですごす

その他

無回答

31.4

0.0

12.0

2.5

13.0

22.4

17.2

1.0

0.5

0 20 40 60 80 100
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④ 将来の進学について 

「大学まで（大学院を含む）」の割合

が55.9％と最も高く、次いで「高等学

校まで」の割合が26.2％、「専門学校ま

で（高校卒業後に進学するもの）」の割

合が14.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 家族の中にお世話（ケア）をしている人の有無 

「いる」の割合が6.2％、「いない」の

割合が92.3％となっています。 

  

 

 

 

  

回答者数 = 401 ％

中学校まで

高等学校まで

専門学校まで（高校卒業後
に進学するもの）

短期大学まで

大学まで（大学院をふく
む）

その他

無回答

0.7

26.2

14.0

2.5

55.9

0.5

0.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 401 ％

いる

いない

無回答

6.2

92.3

1.5

0 20 40 60 80 100
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（５）小・中学生の保護者アンケート 

① 子どもの意見を取り入れているか 

「常にしている」の割合が52.9％と

最も高く、次いで「ときどきしている」

の割合が44.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

② 過去１年間で、子どもの教育費で負担が大きいと感じたもの 

「習い事の費用」の割合が39.2％と

最も高く、次いで「塾の費用」の割合が

35.7％、「負担が大きいと特に感じるも

のはない」の割合が21.1％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 経済的にみて、現在の生活状況をどのように感じているか 

「ふつう」の割合が47.6％と最も高

く、次いで「やや苦しい」の割合が

32.1％、「大変苦しい」の割合が10.6％

となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 546 ％

校納金（給食費含む）

学用品費

給食費

クラブ活動費

通学費（交通費）

修学旅行費

塾の費用

習い事の費用

負担が大きいと特に感じる
ものはない

その他

無回答

20.7

17.0

6.4

5.5

4.4

14.8

35.7

39.2

21.1

2.6

2.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 546 ％

大変ゆとりがある

ややゆとりがある

ふつう

やや苦しい

大変苦しい

無回答

1.8

7.7

47.6

32.1

10.6

0.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 546 ％

常にしている

ときどきしている

あまりしていない

まったくしたことがない

無回答

52.9

44.5

2.4

0.0

0.2

0 20 40 60 80 100
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④ 現在必要としていること、重要だと思う支援等 

「給付金などの現金支給」の割合が

50.2％と最も高く、次いで「子どもの

医療費の助成」の割合が23.6％、「住宅

を探したり住宅費を軽減したりするため

の支援」の割合が19.4％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 子育ての環境や支援への満足度について 

「ふつう」の割合が51.6％と最も高

く、次いで「やや不満」の割合が

18.3％、「やや満足」の割合が15.4％と

なっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 546 ％

子どものことや家族のこ
と、生活のことなど悩み相
談の場

同じような悩みを持った人
同士の交流の場

一緒に子育てをする仲間づ
くり

地域の人同士の助け合い活
動

住宅を探したり住宅費を軽
減したりするための支援

地域における子どもの居場
所（児童センター等）

乳幼児支援（教育、保育支
援など）

読み書き計算などの基礎的
な学習への支援

就職・転職のための支援

保育園や幼稚園の利用料な
どの負担軽減

子どもの医療費の助成

給付金などの現金支給

わからない

特にない

その他

無回答

13.7

8.2

9.3

10.3

19.4

18.1

3.5

13.0

11.9

7.7

23.6

50.2

7.1

12.1

6.8

1.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 546 ％

満足度が低い

やや不満

ふつう

やや満足

満足度が高い

無回答

11.0

18.3

51.6

15.4

3.3

0.4

0 20 40 60 80 100
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（６）若者アンケート 

① 将来に関することで不安に思っていること 

「経済的なこと」の割合が58.7％と

最も高く、次いで「健康のこと」の割合

が36.6％、「就職のこと」の割合が

30.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 外出の頻度について 

「仕事や学校で平日は毎日外出する」

の割合が77.0％と最も高く、次いで

「仕事や学校で週に３～４日外出する」

の割合が10.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 235 ％

就職のこと

進学のこと

結婚のこと

健康のこと

経済的なこと

その他

無回答

30.2

11.9

17.4

36.6

58.7

6.0

10.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 235 ％

仕事や学校で平日は毎日外
出する

仕事や学校で週に３～４日
外出する

遊び等で頻繁に外出する

人づきあいのためにときど
き外出する

ふだんは家にいるが、自分
の趣味に関する用事のとき
だけ外出する

ふだんは家にいるが、近所
のコンビニなどには出かけ
る

自室からは出るが、家から
は出ない

自室からほとんど出ない

無回答

77.0

10.2

4.7

1.7

2.1

2.6

0.4

0.4

0.9

0 20 40 60 80 100
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③ 学生時代、家族の中にあなたがお世話（ケア）をしていた人の有無 

「祖母」の割合が 58.3％と最も高く、次いで

「母」の割合が 41.7％、「祖父」の割合が 25.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 12 ％

母

父

祖母

祖父

きょうだい

その他

無回答

41.7

16.7

58.3

25.0

8.3

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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あ目標達成 

書道で初段にな
ったとき 

英検に受かった
とき 

体育祭や合唱コ
ンクールで優勝
した時 

目標を決めてそ
れを挑戦してい
るとき 

強敵をたおせた
とき 

分からない問題
が分かったとき 

共通する 
“キーワード” 
『いい結果がでた時』 

『好きなことができている時』 

『周囲に支えてもらえた時』 

あ楽しみ 

友達や仲間と「楽
しい」を共有でき
たとき 

家族と旅行に行
った時 

大好きな音楽を
聴いている時 

好きな授業がある
前日 

あ周囲からの対応 

得意なことをほ
められたとき 

幼稚園で先生に
ほめられた時 

諦めそうになっ
ても、家族から支
えてもらえた時 

諦めそうになっ
ても、家族から支
えてもらえた時 

安全・安心の空間
で守られていた
時 

意見を聞いてく
れる 

新しい推しに出会
ったとき 

恋人とデート 
大会でいい結果
がでた時 

新しい事を学べ
た時 

 

３ ワークショップ 

（１）子ども・若者ワークショップ 

① 自分たちがいきいき、わくわくする瞬間 
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あこどもの権利 

意見を聞いてく
れる 

子どもすぎる扱
いをしない 

子ども・若者の声
を多世代で対等
に尊重し合える 

子どもの気持ち
もわかる大人の
気 持 ち も わ か
る！！ 

大人や教員に子
どもの権利につ
いてもっと知っ
てもらう 

先生と生徒がフ
ェアな部活 

共通する 
“キーワード” 

『子どもの権利が守られるまち』 

『安心・安全に過ごせる場所があるまち』 

『みんなが交流できるまち』 

あ相談 

夢のことも悩ん
でいることも共
有し合える人が
いる 

困った時に、相談
できる人が身近
にいる 

あやりたいことがかなう 

やりたいことを
年齢を越えてで
きるように 

気楽に学校で学
べない体験がで
きるようにする 

子どもたちが好
きなことを見つ
けやすいまちづ
くり 

子どもが「やりた
い！」と思ったこ
とを叶えられる
まち 

あ人との交流の場 

しゅみがあう人
と出あえる場所 

友達つくれる場所 

安心・安全に遊べ
る・過ごせる場所
がたくさんある
まち 

リーパスみたい
に自由にいろい
ろな活動ができ
る場所が増えて
ほしい！ 

誰でも参加でき
るイベントを 

いろいろな人と
関わる機会があ
る 

行ったらだれか
いる第２の実家 

好きな分野が学
べる学校 

 

➁ 子どもたちにとって夢があるまち 
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共通する 
“キーワード” 
『地域力の低下』 

『つながりの希薄化』 

『子どもの居場所が減少』 

『支援が必要な人が増加』 

あ支援が必要な人 

下校時間が早く
なり、学童利用者
がふえてきたの
かな？ 

子どもがマイノ
リティーに！！ 

不登校に対する
考え方が変わっ
た。それでも孤立
している親子は
いる 

特別支援クラス
の子どもが増加 

外国人世帯が増
えたように思う 

あ地域のつながり 

時代の変化に地
域づくりのあり
方が追いついて
ない 

共働きがふえて
若い方は地域と
関わることが少
なくなった 

地域交流の場の
減少 

自己中心（無関
心）な方が多い 

地域への関心が
ある方ない方が
ハッキリしてる 

大人が地域で子
どもに関わる機
会が減っている 
 

コロナで子ども
達の活動が減っ
た 

あ子育て支援者 

役員のなり手が
少ない 

学校の先生が足
りてない 

PTA や育成会等
組織が縮小 

PTCA・自治会の
への加入率低下 

あ子どもの居場所 

近所で子供の姿
を見かけなくな
った（団地） 

子ども会の休会
（消滅） 

学童や習い事に
行く子が増え、夕
方公園で遊んで
いる子が減って
きた 

子どもの遊び場
は減った 

子どもの居場所
の減少 

（２）地域支援者グループヒアリング 

① 計画(第２期子ども・子育て支援事業計画)策定以降の変化を考えよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一緒に考えたり
学び合ったりす
る場がもっと必
要 

放課後広場は、子
どもの数が増え
たが子どもをみ
られるサポータ
ーが少ない 
 

物理的なものだ
けでなく「心の貧
困」についても考
える必要がある。 

親・先生ともに
「こどもの権利」
についての理解
が進んでいない 

熱中症アラート
などで、屋外や体
育館での運動が
禁止に 
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共通する 
“キーワード” 
『つながる場の減少』 

『まわりとの関わりが少なく孤立気味』 

『正確な情報が伝わっていない』 

あ相談 

相談窓口の充実
を 

他の子どもの保
護者や地域の人
がどんな人なの
かドキドキオド
オド心配・不安を
抱えながらつな
がれずにいる 

小さな不安小さ
な不満を言う所
がない（大きくな
る前に） 

子育て支援の伴
走者の減少 

交流の場 

子どもの親同士
のつきあいが減
った 

子育て中の人た
ちが交流の場所
不足 

子育て文化を伝
えてくれるつな
がりが少ない 

つながりを求め
ているがつなが
ったら面倒。忙し
いということを
危惧、懸念してつ
ながれない 

こんな子に育っ
てほしいと語り
合える場 

あ情報 

情報は SNSから
だけ 

子育ての情報が
ネット頼り！！ 

固定観念にとら
われている 
情報に惑わされ
る 

個人情報保護の
心配から、それぞ
れの機関で把握
しているケース
があっても共有
することが難し
い 

 

➁ 子育て支援者のみなさんからみえる子育て世帯がかかえる現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行政としては周
知していても子
育て世帯は受け
取れてない 

支えてくれてい
る方達との考え
方の違い（年代の
違いによる子育
て方） 

子どもの権利に
対する価値観の
アップデートが
必要 

親の生活支援 
福祉分野との横
断的な連携 

多世代が一緒に活
動できる、遊ぶこ
とのできる場所 

公民館の利活用に
関して地元行政区
と連携 
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４ 古賀市の子どもや子育てを取り巻く課題 

第２期古賀市子ども・子育て支援事業計画の実績・評価をはじめ、ニーズ調査の結果

も踏まえ、古賀市の子どもや子育てを取り巻く課題を基本目標ごとに整理しました。 

 

（１）第２期古賀市子ども・子育て支援事業計画を踏まえた課題 

基本目標１ 子どもの健やかな育ちのための支援 

（１）子どもの健やかな心の支援 

本市では、子どもが心身ともに健やかに暮らすことができるよう、親子の居場所

の提供及び相談体制を継続して実施しました。子どもが自分自身のことを大切にす

ることができるよう、子どもの心に寄り添った支援を継続します。さらに、テクノ

ロジーの進歩とそれに伴う社会環境の変化に対応したメディア啓発事業等、情報モ

ラル教育や情報リテラシー教育を実施しました。 

アンケート調査では、自分によいところがある思う割合は小中学生は８割以上い

る一方、そう思わない小中学生もおり、自分の良いところを見つけられるような機

会や支援が必要です。 

今後は、子どもの健全な育成を進めるためには、自己肯定感の醸成とともに、規

範意識や思いやりの心を育てるため、道徳教育や情報モラル教育の取組が重要で

す。 

 

（２）子どもの健やかな身体の支援 

本市では、健康づくりの重要性や楽しさを伝え、健康管理に対する意識の向上を

図り、子どもが基本的生活習慣を身に付けられるよう支援しました。また、個に応

じた発達の支援を継続して実施しました。 

アンケート調査では、朝食を毎日食べていない小中学生が約２割となっていま

す。また、家庭での食事は家族とのコミュニケーションやマナーを学ぶ場でもある

ため、引き続き規則正しい食習慣の実践や共食の推進など家庭、学校、地域等が連

携した食育の取組が必要です。 

また、発達の特性を早期に発見・把握し、適切な支援・サービスにつなげていく

とともに、関係者の連携の下で個に応じた発達の支援を実施していく必要がありま

す。 

 

（３）次世代を担う子どもへの支援体制の充実 

本市では、次世代を担う子どもたちが、グローバル化や多様な社会の中で、豊か

な人間性を育み、自ら学び、自ら考え、主体的に行動し、社会の一員として自立で

きるよう支援しました。 

アンケート調査では、自分の将来が楽しみな子どもが小学６年生では約８割、中

学３年生では７割半ばとなっており、自身の望む生活の実現に向けて、社会で活躍
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している人と関わる機会や、職場体験などの働く経験、社会にどのような仕事があ

るのかを把握できる学びの機会等を引き続き充実させることが必要です。 

 

基本目標２ いきいきと子育てができる環境づくり 

（１）妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援 

本市では、安心して妊娠・出産・子育てができるよう、「子育て世代包括支援セ

ンター（KuRuKuRu）」を中心に、切れ目のない支援体制の充実を図りました。 

就学前児童の保護者のアンケート調査では、子育ての環境や支援への満足度につ

いて、「ふつう」の割合が33.1％と最も高く、次いで「やや満足」の割合が

30.0％、「やや不満」の割合が14.8％となっています。平成30年度調査と比較す

ると、「やや満足」「満足度が高い」の割合が増加しており、子育て支援の取り組み

の効果がうかがえます。 

また、子育てをする上で、特に不安に思っていることや悩んでいることについ

て、「子育てによる身体の疲れが大きい」が約３割となっています。平成30年度調

査と比較すると、「子どものしつけや接し方がよくわからない」の割合が増加して

います。 

今後も、子どもの心と体の健やかな成長を支えるため、児童福祉と母子保健の一

体的な相談支援等を行う子ども家庭センターにおいて、産前産後から子育て期を通

じた切れ目のない継続的な支援を提供できる体制の充実が必要です。 

 

（２）子育て力向上のための支援 

本市では、保護者の子育て力向上を推進するとともに、保護者同士がつながり、

仲間づくりや情報交換ができるよう支援することで、子育て家庭の孤立感や不安感

の軽減を図りました。 

今後も、孤立した環境の中で不安や悩みを抱えている保護者に対して、必要な支

援につながるよう相談窓口の周知などを進めることが必要です。 

 

（３）子育て情報提供の充実 

本市では、必要な方に必要な情報が行き届き、必要な支援が受けられるよう、さ

まざまな媒体を活用した情報提供の充実を図りました。 

アンケート調査では、子育てについて得たい情報について、就学前児童の保護者

では「子どもの遊び場や施設」「子育ての手当や公的助成」「子連れで参加できるイ

ベント」が上位に挙がっています。小学生の保護者では、「学校のこと」「子どもの

しつけや勉強」「子どもの遊び場や施設」の割合が上位に挙がっています。  

今後も、サービス利用の必要性がある保護者がサービスを必要なときに利用でき

るよう、オンラインも活用した情報提供を進めるとともに、利用しやすい環境づく

りを進めることが必要です。 
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（４）要保護児童及び要支援児童等への対応 

本市では、子育ての孤立感や負担感を抱き、一人で悩まれている保護者が一定数

いることから、相談体制を充実させるとともに、地域、保育所、学校、行政などの

関係機関が連携し、要保護児童等の適切な保護・支援を実施するとともに、児童虐

待の早期発見・早期対応に取り組みました。就学前児童の保護者のアンケート調査

では、古賀市が取り組む青少年や若者の政策にどんなことを望むかについて、「い

じめや虐待などの悩みを相談できる窓口を充実させ、支援する」が約３割と上位に

挙がっています。 

今後も、子育てに困難を感じている家庭や子どものＳＯＳをできる限り早期に把

握し、具体的な支援を行う必要があり、地域の保育所、学校等や民間団体を含め、

要保護児童対策地域協議会などの地域のネットワークと一体となって継続的に支

え、虐待予防の取組を強化することが必要です。 

また、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行って

いる子ども、いわゆる「ヤングケアラー」についてもアンケート結果より一定数存

在していることが分かります。福祉、介護、医療、教育等の関係者が情報共有・連

携して、早期発見・把握し、子どもの意向に寄り添いながら、必要な支援につなげ

ていく必要があります。 

 

基本目標３ 子育て家庭にやさしい生活環境づくり 

（１）生活支援・経済的支援 

本市では、『古賀市子どもの未来応援プラン』と整合を図りながら、事業を推進

することで、子育てにおける経済的な負担軽減や生活支援を実施し、子育て家庭に

やさしい生活環境づくりに努めました。 

保護者の生活実態のアンケート調査では、経済的にみて、現在の生活状況につい

てどのように感じているかについて、「ふつう」が47.6％と最も高く、次いで「や

や苦しい」が32.1％、「大変苦しい」が10.6％となっています。 

また、生活困窮度別にみて、中央値の１/２未満の世帯で、「食費を切りつめた」

「新しい衣服、靴を買うのを控えた」「趣味やレジャーの出費を減らした」「子ども

の塾や習い事をやめさせた。あきらめさせた」「外食を控えた」の「よくあった」

の割合が高くなっています。 

現在必要としていること、重要だと思う支援等については、「給付金などの現金

支給」が50.2％と最も高く、次いで「子どもの医療費の助成」が23.6％、「住宅を

探したり住宅費を軽減したりするための支援」が19.4％となっています。 

今後も、次代を担う全ての子どもの育ちを支える基礎的な支援として、経済的な

支援の充実等、子育て家庭が安心して子育てできる支援が必要です。 

また、等価世帯収入の水準が低い世帯やひとり親世帯等に対しては生活の安定の

ための支援、教育の支援、保護者の就労支援、経済的支援等の充実が求められてい

ます。 
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（２）ライフ・ワーク・バランスの支援 

本市では、生活と仕事のバランス支援に向けた環境づくりのため、広報・啓発活

動に努めました。 

就学前児童の保護者のアンケート調査では、育児休業の取得状況について、「母

親が取得した」が49.3％と最も高く、次いで「取得していない」が31.0％、「母親

と父親の両方が取得した」が12.7％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「母親が取得した」「母親と父親の両方が取得し

た」の割合が増加しています。 

また、取得していない理由について、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があ

った」、「子育てや家事に専念するため退職した」が25.8％と最も高く、次いで「配

偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかっ

た」が23.0％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」

「仕事が忙しかった」「収入減となり、経済的に苦しくなる」「有期雇用のため育児

休業の取得要件を満たさなかった」の割合が増加しています。 

今後も、ライフ・ワーク・バランスの実現に向け、育児休業が取得しやすい、子

育てがしやすい環境づくりを行うためにも、働き方に関する啓発を行っていく必要

があります。また、育児休業制度や短時間勤務制度の利用による経済的な負担やキ

ャリアへの影響を軽減する支援策の検討が必要です。 

また、男性の家事・子育てへの参画の意識改革に加え、働きながら子育てしやす

い環境づくりを推進していくことが必要です。 

 

（３）安心して外出できる環境の整備 

本市では、子ども連れでも安心して出かけられる場所、子どもの遊び場の整備な

ど、安心して子どもを産み育てられる環境づくりに努めました。 

アンケート調査では、どのような取り組みがあれば子育てをしやすいと思うかに

ついて、就学前児童の保護者では「子ども連れでも出かけやすく楽しめる場所を増

やす」が47.9％と最も高く、「子どもがのびのびと遊べる場」が33.6％となってい

ます。小学生児童の保護者では、「子ども連れでも出かけやすく楽しめる場所を増

やす」が50.1％と高くなっています。 

また、子どもと外出する際に困ったこと、困ることについて、就学前児童の保護

者では「買い物や用事の合間の気分転換に、子どもを遊ばせる場所がないこと」が

29.8％と最も高く、次いで「小さな子どもとの食事に配慮された場所がないこと」

が28.2％、「トイレがオムツ替えや親子での利用に配慮されていないこと」が

26.0％となっています。 

今後も、乳幼児とその保護者が安心して外出できるよう、公園や道路などの維持

管理・整備が必要です。 

また、子どもの生命を守り、犯罪被害や事故、災害から安全を確保することが全

ての子どもが健やかに育つための大前提であるとの認識の下、防犯・交通安全対

策、防災対策等を進めることが必要です。 
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基本目標４ 教育・保育提供体制の充実 

（１）定期的な教育・保育施設の提供体制の確保 

本市では、保護者の就労希望の増加に伴う幼児教育ニーズ及び保育ニーズの高まりに対

し、安心して子育てができるように適切な提供体制の確保に努めました。 

就学前児童の保護者のアンケート調査では、定期的な教育・保育事業の利用状況について

「利用している」が68.5％となっており、認定こども園」が62.8％と最も高く、次いで

「幼稚園」が19.1％、「認可保育所」が12.5％となっています。平成30年度調査と比較す

ると、「認定こども園」の割合が増加しています。 

また、定期的な教育・保育事業の利用意向について、「認定こども園」が66.4％と最も高

く、次いで「認可保育所」の割合が40.2％、「幼稚園」合が36.2％となっています。平成

30年度調査と比較すると、「認定こども園」「小規模な保育施設」の割合が増加していま

す。 

また、母親の就労状況をみると、フルタイムの就労割合が増加しており、今後も保育ニー

ズの増加が見込まれます。 

今後、多様化する就労形態や就労時間の変化を踏まえ、教育・保育事業の保護者のニーズ

に対応していくことが必要です。 

また、保育ニーズの高まりに合わせて、保育士、保育教諭、幼稚園教諭等の人材育成・確

保・処遇改善や現場の負担軽減などの保育体制の強化が必要です。 

 

（２）保育サービスの充実 

本市では、家庭状況に応じて必要なサービスが受けられるよう、保育サービスの充実を図

りました。 

就学前児童の保護者のアンケート調査では、土曜日や日曜日・祝日や子どもの病気やケガ

などの時に対する保育ニーズも潜在化しており、柔軟な保育サービスの充実が求められてい

ます。 

さらに、保育所の一時預かりや幼稚園の預かり保育などの不定期に利用している事業につ

いては、利用を希望する人がいることから、一時預かりの手続きの周知やＷｅｂなどの活用

により事業を利用しやすくする工夫が必要です。 

また、保護者が必要としている事業が利用できるようサービス内容の周知を図る工夫が必

要です。 

小学生保護者のアンケート調査では、放課後に過ごす場所について、「学童保育所」が

21.5％となっています。 

今後も、放課後の子どもの遊びと生活の場である学童保育の受け皿整備を着実に進め、学

童保育の安定的な運営を確保していくことが必要です。 

また、自宅で過ごす子どももいるため、学童保育以外の地域の子どもたちの多様なニーズ

に対応していくことも必要です。 
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（３）教育・保育の向上 

本市では、子どもと保護者が安心して生活を送れるよう、教育・保育の「量」「質」を確

保するために施設や組織体制等の充実に努め、児童生徒が安心して学べる学習環境や生活環

境の充実を図りました。 

アンケート調査では、学校の授業について、小６で「だいたいわかる」の割合が59.3％

と最も高く、次いで「とてもよくわかる」の割合が30.7％となっています。中３で、「だい

たい分かる」の割合が62.6％と最も高く、次いで「とてもよく分かる」の割合が18.5％、

「あまり分からない」の割合が16.2％となっています。 

今後も、児童生徒一人ひとりの成長に着目し、一人ひとりの児童生徒にきめ細かく対応す

るためのさまざまな施策の充実を図り家庭や地域と連携しながら、心豊かで健やかな子ども

の育成をめざして、個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実を推進する必要がありま

す。あわせて、教職員が本来求められる役割に対してその力を存分に発揮できるよう、学校

における働き方改革や処遇改善、指導・運営体制の充実の一体的な推進が求められます。 

また、いじめ、不登校についても未然防止や早期対応体制を充実させる必要があります。 

 

基本目標５ 教育・保育提供体制の充実 

（１）「地域総ぐるみ」子育て支援の推進 

本市では、家庭をはじめ、地域全体で子育てができるよう、地域団体等の活動を

推進するとともに、その団体等がつながり、子育て支援が広がるような取組を推進

しました。 

今後は、地域で子育て家庭を支援し、子どもの育ちを支えるという意識を高める

とともに、地域の市民団体や関係機関との連携強化に努め、地域におけるつながり

の形成及び子育て支援事業の充実を図っていくことが重要です。 

また、すべての子ども・若者が、年齢を問わず、相互に人格と個性を尊重しなが

ら、安全に安心して過ごせる多くの居場所を持つことができるよう、社会全体で支

えていくことが必要です。 

 

（２）子どもが地域の担い手となる体制づくり 

本市では、子どもの自主性や社会性を養い、子どもが「生きる力」を身につける

ことができるよう、「地域の担い手」としての活動を支援してきました。 

今後も、ボランティアや市民活動を通じて自主性や社会性を促し、地域の担い手

を育成するとともに、福祉教育の充実や強化が必要です。 
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（２）こども大綱を踏まえた新しい課題 

（１）子ども・若者の権利について 

アンケート調査では、「子どもの権利」の認知度について、「名前も内容も知って

いる」が就学前保護者で40.2％、小学生保護者で39.8％と最も高くなっていま

す。 

また、子育てをしていて、子どもからの意見や要望を聞き、それらを取り入れる

ように意識をしたことはありますかについて、「常にしている」が54.0％と最も高

く、次いで「ときどきしている」が39.7％になっています。 

さらに、子どもの権利の中で特に大切だと思うことについて、「子どもが暴力や

言葉で傷つけられないこと」「自分の考えを自由に言えること」「家族が仲良く一緒

に過ごす時間をもつこと」の意見が多くなっています。 

今後、子ども・若者の権利の理解の醸成に向けて、啓発をしていくことが必要で

す。 

さらに、子ども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重

し、権利を保障し、子ども・若者の今とこれからの最善の利益を図ることが求めら

れており、子ども・若者が自分自身に関係することについて、自由に意見を表すこ

とができる機会を家庭、学校、地域等さまざまな場において確保していくことが必

要です。 

 

（２）若者への支援について 

①就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組 

若者のアンケート調査では、将来に関することで不安に思っていることについ

て、「就職のこと」が30.2％などとなっています。 

離職する若者の早期の再就職のための、キャリア自立に向けた支援を行うととも

に、ハローワーク等による若者への就職支援に取り組むことが必要です。 

 

②結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援 

若者のアンケート調査では、いつかは結婚して家庭を持ちたいと思う人は

62.1％、持ちたいと思わない人は19.1％となっています。 

また、現在結婚について抱いている不安について、「経済的な面」が54.1％と最

も高く、次いで「適当な相手にめぐりあえるか」が43.8％、「自分の自由な時間を

もてるか」が22.6％となっており、経済的な余裕や精神的な余裕が挙げられてお

り、経済や生活の安定が結婚の意向に影響があることが想定されます。 

そのため、結婚の希望がかないやすくなる支援や環境、そして効果的な少子化対

策として、経済的な支援や安定した雇用などの就労支援に加え、出会いの機会や場

の創出支援に関する各種情報提供を充実させることが必要です。 
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③悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実 

若者のアンケート調査では、将来に関することで不安に思っていることについ

て、「経済的なこと」が58.7％と最も高く、次いで「健康のこと」が36.6％、「就

職のこと」が30.2％などとなっています。 

また、ひきこもりの状態にある若者も一定数存在しています。 

進路や人間関係等に悩みや不安を抱えていたりする若者やその家族に対する相談

体制の充実を図るとともに、ひきこもり状態にある若者については、就労に向けた

サポートなどが必要となります。 
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第３章    計画の基本的な考え方 

 

 

 

１ 基本理念 

本市では、「第５次古賀市総合計画」において、将来像として「ひと育つ こが育つ ～

人がまちを支え、まちが産業を支え、産業が人を支え、みんなが育つ、未来に向かって育

ち続けるまち～」を掲げています。その実現に向け、一人ひとりが個性を認め合い、子ど

もたちの成長と学びをまち全体で支え、誰もが心豊かに自分らしく生きられるまちをめざ

しています。 

また、令和５年４月に施行されたこども基本法では、日本国憲法及び児童の権利に関す

る条約の精神に基づき、次代の社会を担うすべてのこどもが、生涯にわたる人格形成の基

礎を築き、自立した個人として平等に健やかに成長できるよう、その権利を守り、心身の

状況や環境にかかわらず、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現をめ

ざすこととされています。 

こうした状況の中で、本計画では「第２期古賀市子ども・子育て支援基本計画」の基本

理念「子どもが活き活き生きるまち～生きる力を育む子育ての『わ』～」及び「古賀市子

どもの未来応援プラン」の基本方針を継承し、こども基本法の基本理念を実現していくた

めに、すべての子どもが身体的・精神的・社会的に幸せな状態（ウェルビーイング）を実

現及び維持していくことを地域社会全体として第一に考えることが重要と考えられます。 

そのため、本計画においては「すべての子どもが幸せであり続けるチルドレンファース

トのまち」を基本理念に掲げるとともに、地域社会全体で計画の推進を図ります。 

 

【 基 本 理 念 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

すべての子どもが幸せであり続ける 

チルドレンファーストのまち 
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２ 基本目標 

（１）子どもの将来にわたるウェルビーイングを支援します 

子どものウェルビーイングの向上に向けて、ライフステージに応じた支援を行います。 

妊娠期から幼児期においては、産前から子育て期にかけての切れ目のない伴走型相談支援

を実施することにより、母子の心身の健康を支援するとともに、親子の成長と交流の場

や、質の高い幼児教育・保育サービスの提供に努めます。 

学童期・思春期では、自らの「生き抜く力」を身につけるために教育環境の充実を図る

ほか、豊かな心と健やかな体を育むための取り組みや、安心して学ぶことのできる環境づ

くりを推進します。 

青年期においては、若者が抱える進路や人間関係などの悩みや不安に対して、寄り添い

ながら自立に向けた総合的な支援を行います。 

 

（２）チルドレンファーストの子育て・子育ちを支援します 

子どもの権利を尊重し、その理解を深めるため、教育や養育の場における啓発や、地域

社会全体にも啓発を行うことで、子どもの権利に関する意識改革を進めます。 

すべての子ども・若者が自由に活動や学習、遊びができる多くの居場所を持てるよう多

様な居場所づくりを推進します。 

子どもの現在と将来が生まれ育った環境によって左右されることのないように、経済的支援

などの子どもの貧困対策を推進します。 

子どもの障がいを早期に発見する機会を設け、早期に必要な支援につなげるとともに、障が

いの有無にかかわらず、すべての子どもが共に教育を受けられるインクルーシブ教育を推進す

るなど、障がいのある子ども・若者の支援の充実を図ります。 

地域や保健所、学校、行政などの関係機関が連携し、児童虐待の早期発見及び早期対応に取

り組みます。 

防犯や交通安全対策などを進めることにより、子どもが安心して外出できる環境を整備しま

す。 

 

（３）保護者が安心して子育てができる環境を確保します 

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、児童手当などの支給や子ども医療費の無償化

に引き続き取り組みます。 

地域団体や関係機関との連携強化に努め、地域におけるつながりの形成や子育て支援事

業の充実を図ります。 

男性、女性共に家庭で子育てする時間を確保していくために、事業主や労働者に対し

て、ライフ・ワーク・バランスの推進に関する啓発を行います。 

ひとり親家庭が安心して生活や子育てができるように、相談体制の充実を図り、自立を

促進するためのさまざまな支援を行います。 
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１ 子どもの将来に
わたるウェルビ
ーイングを支援
します 

２ チルドレンファ
ーストの子育
て・子育ちを支
援します 

３ 保護者が安心し
て子育てができ
る環境を確保し
ます 

 

３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 基本理念 ］ ［ 施策の方向 ］ ［ 基本目標 ］ 

す
べ
て
の
子
ど
も
が
幸
せ
で
あ
り
続
け
る
チ
ル
ド
レ
ン
フ
ァ
ー
ス
ト
の
ま
ち 

（１）母子の健康支援 

（２）親子の成長と交流の場の支援   

（３）幼児教育・保育サービスの充実 

（１）教育環境の充実 

（２）豊かな心と体づくり 

（１）子ども・若者を権利の主体として尊重 

（１）子育て世帯の経済的負担の軽減 

（３）安心して学ぶことのできる環境づくり 

（５）児童虐待防止対策の推進、 
自殺対策の推進 

（６）安心して外出できる環境の整備 

（３）子どもの貧困対策の推進 

（２）多様な居場所づくりの推進 

（２）地域における子育て支援の充実 

Ａ 

妊
娠
前
か
ら 

幼
児
期
ま
で 

Ｂ 

学
童
期
・
思
春
期 

Ｃ 

青
年
期 

（１）若者の自立支援 

（４）障害のある子ども・若者の支援の充実 

（４）ひとり親家庭への支援 

（３）ライフ・ワーク・バランスの促進 
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第４章    施策の具体的な取組 

 

 

１ こどもの将来にわたるウェルビーイングを支援します 

（Ａ）妊娠前から幼児期まで 

（１）母子の健康支援 

未来を担う子どもたちとその家族の健やかな成長を支えるため、産前から子育て期に

かけて、切れ目のない継続的な伴走型相談支援を実施し、充実した子育て支援サービス

を提供します。特に産後は、母親の心身に不調が生じやすい時期であるため、産後のサ

ポートを充実させ、安心して子育てができる支援体制を確保します。 

また、乳幼児健康診査などを通じて、月齢や年齢に応じた乳幼児の発達状況や健康状

態を把握し、母子保健と児童福祉の両面で包括的かつ適切な支援やサービスを提供しま

す。  

 

事務事業 Ｎｏ. 事業概要等 事業主体 

妊娠期支援事業 １-Ａ-１ 
妊婦教室・妊婦訪問事業       
妊婦健康診査事業 

子ども家庭センター 

産前・産後支援事業 １-Ａ-２ 
乳児家庭全戸訪問等事業     
産前・産後支援子育て事業 

子ども家庭センター 

妊娠経済的支援事業 １-Ａ-３ 
低所得妊婦を対象に初回産科受診
料を助成 

子ども家庭センター 

出産経済的支援事業 １-Ａ-４ 
経済的理由で入院助産を受けられ
ない妊婦に対する支援 

子ども家庭センター 

乳幼児健康支援事業 １-Ａ-５ 
乳幼児健康診査事業 
離乳食指導事業 

子ども家庭センター 

小児感染症対策事業 １-Ａ-６ 小児予防接種事業 子ども家庭センター 

子ども発達支援事業 １-Ａ-７ 
就学前の乳幼児及び保護者への発
達に関する相談・検査・紹介 

子ども家庭センター 

食育推進事業 １-Ａ-８ 
食生活改善推進事業 
(ライフステージに応じた食育の
推進)        

健康介護課 
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（２）親子の成長と交流の場の支援 

子育て家庭の不安や孤立感を軽減し、乳幼児の健全な心身の発達を図るため、乳幼児

とその保護者を対象に、豊かな遊びや体験ができる子育て支援拠点や、地域で親子が気

軽に集える居場所を提供し、相談支援や子育て情報の積極的な発信、保護者同士の交流

を促進します。また、子育て家庭が地域社会とつながる機会を増やし、地域全体で子育

てを応援できる体制を構築していきます。 

 

事務事業 Ｎｏ. 事業概要等 事業主体 

子育て応援事業 １-Ａ-９ 子育て応援サポーター活動推進事業 子ども家庭センター 

乳幼児親子交流・支援
事業 

１-Ａ-10 

乳幼児親子居場所提供事業 
～つどいの広場でんでんむし事業～ 
地域乳幼児親子交流促進事業 
～ミニつどいの広場事業～ 
IPPOプログラム事業 

子ども家庭センター 

地域乳幼児親子交流・
支援事業 

１-Ａ-11 
乳幼児親子交流事業 
～親子あそび事業～ 

青少年育成課 

読書活動促進事業 １-Ａ-12 
子ども映画会事業 
読み聞かせ促進事業・おはなし会事業 
セカンドブック事業 

文化課 
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（３）幼児教育・保育サービスの充実 

幼児教育・保育を必要とする子育て家庭が安心してサービスを利用できるよう、保育

施設の定員数を確保するとともに、子どもや家庭を取り巻く環境の変化や就園ニーズに

応じた多様な保育サービスを提供します。また、保育現場の負担軽減を図るためにも保

育士不足の解消に取り組み、適切な施設整備や提供体制の確保にも努めます。  

さらに、障がいのある子どもや医療的ケアを必要とする子どもなど、特別な配慮が必

要な子どもを含め、一人ひとりの健やかな成長を支えます。 

乳幼児期は人格形成の基礎を培う大切な時期であるため、子どもの五感を使った体験

を推進し、豊かな遊びを通じた質の高い教育・保育の提供に努めます。 

 

事務事業 Ｎｏ. 事業概要等 事業主体 

公立保育所管理運営事業 １－Ａ－13 公立保育所管理運営事業 子ども家庭センター 

幼児教育・保育支援事業 １－Ａ－14 
施設型給付 
施設等利用給付 

子ども家庭センター 

保育サービス提供事業 １－Ａ－15 

延長保育事業 
休日保育事業 
病児保育事業 
一時預かり事業 
医療的ケア児支援事業 

子ども家庭センター 

保育提供体制確保事業 １－Ａ－16 
保育補助者雇上強化事業 
保育士宿舎借り上げ支援事業 
合同就職説明会支援事業 

子ども家庭センター 

私立保育施設整備支援事業 １－Ａ－17 私立保育施設整備支援事業 子ども家庭センター 

幼児教育・保育向上事業 １－Ａ－18 
子どもの育ちと学びを支える
教育・保育事業 
要支援児童加配事業 

子ども家庭センター 
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（Ｂ）学童期・思春期 

（１）教育環境の充実 

予測困難な時代を生きる子どもたちが、誰一人取り残されることなく、自らの未来を

切り拓く「生き抜く力」を身に付け、将来の夢や目標を持てるよう、教育内容の充実を

図るとともに、人的配置を通じて、個別最適かつ協働的な学びの一体的充実を実現しま

す。 

また、学校、保護者、地域住民が一体となり、児童・生徒の成長に関わる目標を共有

し、それぞれの役割を果たしながら、地域とともにある学校づくりを推進します。 

 

事務事業 Ｎｏ. 事業概要等 事業主体 

外国語教育促進事業 １－Ｂ－１ 外国語教育の促進 学校教育課 

ICT教育推進事業 １－Ｂ－２ ICT教育の推進 学校教育課 

キャリア教育推進事業 １－Ｂ－３ 多様な職業人との交流 学校教育課 

学校読書活動推進事業 １－Ｂ－４ 学校読書活動推進事業 学校教育課 

学校運営協議会事務 １－Ｂ－５ 
学校、保護者、地域住民に
よる学校運営協議会の開催 

学校教育課 

学習支援アシスタント事業 １－Ｂ－６ 
地域住民参画による子ども 
たちの学びの支援 

学校教育課 

特別支援教育推進事業 １－Ｂ－７ 

教育支援委員会の開催 
特別支援教育支援員の配置 
特別支援教育相談室(ひまわ
り教室)の運営 
通級指導教室事業・特別支
援学級の整備 

学校教育課 

多様な人的配置推進事業 １－Ｂ－８ 
少人数学級対応講師の配置 
日本語指導講師の配置 
小学校教育支援員の配置 

学校教育課 

教職員指導力向上事業 １－Ｂ－９ 
市主催研修会の開催 
教師用指導書等の整備 

学校教育課 

人権意識向上事業 １－Ｂ－10 
じんけん平和教室 
子ども向け人権啓発講座 
～ひだまりパスポート～ 

隣保館 

商工業活性化支援事業 １－Ｂ－11 工場見学体験教室 商工政策課 
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（２）豊かな心と体づくり 

子どもの豊かな心と健やかな体を育むため、多様な運動や文化・芸術活動に親しめる

環境を整え、子どもが主体的に個性や社会性を伸ばし続けられるようにするとともに、

将来にわたって健康で安全な生活を送るための教育を充実させます。 

さらに、不登校や悩みを抱える児童生徒を支援するため、教育支援センターの環境整

備やスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、心の教室相談員などの専門

スタッフの配置を通じて、教育相談体制の充実を図ります。 

また、中学生などが乳幼児と触れ合う機会を民間事業者と連携して確保する取り組み

を進めます。 

加えて、子どもの健康は保護者の健康意識や生活習慣に影響されるため、「子ども版健

康チャレンジ10か条」を通じ、家族全体で健康づくりに取り組めるように周知・啓発を

行います。 

 

事務事業 Ｎｏ. 事業概要等 事業主体 

児童権利擁護事業   
青少年健全育成対策事業 

１－Ｂ－12 子ども・若者相談室事業 子ども家庭センター 

部活動活性化事業 １－Ｂ－13 
大会参加補助 
部活動の地域移行推進 

学校教育課 

教育相談事業 １－Ｂ－14 
スクールソーシャルワーカー、スクールカ
ウンセラー、心の教室相談員等の配置 
教育支援センター（あすなろ教室）の運営 

学校教育課 

青少年育成活動推進事業 １－Ｂ－15 
未来の地域リーダー育成プログラム 
子どもアート教室 

青少年育成課 

スポーツ活動支援事業 １－Ｂ－16 
ジュニアスポーツ指導者研修 
スポーツ大会出場奨励費補助 

生涯学習推進課 

文化芸術振興事業 １－Ｂ－17 文化力向上事業・アートバス事業 文化課 

文化財公開・活用事業 １－Ｂ－18 

自然史歴史教養向上事業 
子ども自然史・歴史講座 
小・中学生郷土史教育事業・教育普及事業 
歴史資料館れきし体験パスポート 

文化課 

【再掲】 
読書活動促進事業 

１－Ｂ－19 

【再掲】 
子ども映画会事業 
読み聞かせ促進事業・おはなし会事業 
セカンドブック事業 

文化課 

リーパスカレッジ事業 １－Ｂ－20 
市民講座の開催により幅広い世代の市民が
生涯学習に触れる機会を提供 

生涯学習推進課 

健康づくり推進事業 １－Ｂ－21 
子ども版健康チャレンジ 10か条子どもの
健康づくり推進事業 

健康介護課 

食生活改善推進事業 １－Ｂ－22 子どもクッキング事業 健康介護課 
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（3）安心して学ぶことのできる環境づくり 

児童生徒が学校で安心して学べるよう、定期的な健康診断や保険加入、医療的ケアが

必要な児童生徒への看護師などの派遣を通じて、基礎的な学習環境を整備します。 

また、放課後に保護者の就労などで家庭に大人が不在となる児童が、安心して安全に

過ごせるよう、学童保育と放課後子供教室事業を一体的に実施します。 

 

事務事業 Ｎｏ. 事業概要等 事業主体 

学校運営事業 １－Ｂ－23 

学校安心メールの配信 
医療的ケアが必要な児童生徒
の就学支援 
定期的な健康診断 

学校教育課 

教職員管理事務 １－Ｂ－24 教職員管理事務 教育総務課 

青少年健全育成対策事業 １－Ｂ－25 巡回パトロール、立入調査 青少年育成課 

青少年育成活動推進事業 １－Ｂ－26 放課後子供教室事業 青少年育成課 

学童保育所管理運営事業 １－Ｂ－27 学童保育所管理運営事業 青少年育成課 
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（Ｃ）青年期 

（１）若者の自立支援 

ひきこもりやそれに近い状態にある若者や、その家族が抱える進路や人間関係などの

悩みや不安に対して、相談体制の充実を図ります。困りごとの解決に向けて寄り添い

ながら、自立に向けた支援を行います。 

また、就労に結びついていない人々などに対しては、相談員による面談や就労訓

練、関係機関との連携など、きめ細やかな支援を通じて課題解決へ導きます。 

 

事務事業 Ｎｏ. 事業概要等 事業主体 

【再掲】 
児童権利擁護事業 
青少年健全育成対策事業 

１－C－１ 
【再掲】 
子ども・若者相談室事業 

子ども家庭センター 

包括的自立支援事業 １－C－２ 就労準備支援事業 福祉課 

【再掲】 
商工業活性化支援事業 

１－C－３ 企業見学バスツアー 商工政策課 

職業紹介事業 １－C－４ 無料職業紹介所による就職支援 商工政策課 
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２ チルドレンファーストの子育て・子育ちを支援します 

（１）子ども・若者を権利の主体として尊重 

すべての子どもや若者が、自身の権利と意見を尊重されるべき主体であると認識でき

るよう啓発を行うとともに、教育や養育の場において権利に対する理解を深め、地域社

会全体にも啓発を行うことで、意識改革を進めます。 

 あわせて、すべての子どもや若者が、その年齢や発達の程度に応じて、自らに直接関

係する事項について意見を表明する機会を確保できるよう努めます。 

 また、子ども・若者相談室では、子どもや若者が抱える学校や家庭に関するさまざま

な悩みに対し、相談を受け付け、寄り添いながら支援を行います。 

 

事務事業 Ｎｏ. 事業概要等 事業主体 

【再掲】 
児童権利擁護事業 
青少年健全育成対策事業 

２-１-１ 
【再掲】 
子ども・若者相談室事業 

子ども家庭センター 

人権意識向上事業 ２-１-２ 
人権教育事業 
人権教育・啓発の推進事業 

人権センター 

人権擁護事業 ２-１-３ 
そうだん５ 
(人権擁護委員と行政相談委員による
相談会) 

人権センター 

性の多様性理解促進事業 ２-１-４ 
パートナーシップ・ファミリーシップ
宣誓制度 

人権センター 
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（２）多様な居場所づくりの推進 

 すべての子ども・若者が、年齢を問わず、互いに人格と個性を尊重しながら、自由に

活動や学習、遊びができる多くの居場所を持てるよう、多様な居場所づくりを推進しま

す。 

また、孤食の解消や地域交流の場づくりなど、さまざまな目的を持つ子ども食堂の運

営を支援します。 

さらに、養育環境などに課題を抱える家庭や、学校に居場所のない子どもに対して、

必要な支援を包括的に提供できる居場所づくりを検討します。 

 

事務事業 Ｎｏ. 事業概要等 事業主体 

【再掲】 
乳幼児親子交流・支援
事業 

２-２-１ 

【再掲】 
乳幼児親子居場所提供事業 
～つどいの広場でんでんむし事業～ 
地域乳幼児親子交流促進事業 
～ミニつどいの広場事業～ 
IPPOプログラム事業 

子ども家庭センター 

【再掲】 
地域乳幼児親子交流・
支援事業 

２-２-２ 
【再掲】 
乳幼児親子交流事業 
～親子あそび事業～ 

青少年育成課 

【再掲】 
児童権利擁護事業 

２-２-３ 子ども食堂支援事業 子ども家庭センター 

【再掲】 
教育相談事業 

２-２-４ 
教育支援センター（あすなろ教室）の
運営 

学校教育課 

【再掲】 
青少年育成活動推進事
業 

２-２-５ 
放課後子供教室事業 
寺子屋 
通学合宿 

青少年育成課 

児童センター管理運営
事業 

２-２-６ 児童センター管理運営事業 青少年育成課 

【再掲】      
学童保育所管理運営事
業 

２-２-７ 
【再掲】 
学童保育所管理運営事業 

青少年育成課 

スタンドアローン支援
事業 

２-２-８ 
スタンドアローン（一人で立つ）支援
事業 

隣保館 

多文化共生推進事業 ２-２-９ 
多文化交流促進事業 
～交流型日本語教室～ 

まちづくり推進課 
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（３）子どもの貧困対策の推進 

子どもの貧困は、経済的な側面だけでなく、心身の健康や衣食住、進学機会、学習意

欲、そして前向きに生きる気持ちにまで影響を与え、子どもの権利や利益を侵害すると

ともに、社会的孤立にもつながる深刻な問題です。そのため、子どもの現在と将来が生

まれ育った環境によって左右されることのないよう、教育支援や生活の安定、保護者の

就労支援、経済的支援など、貧困の連鎖を断ち切るための取り組みを進めます。 

 

事務事業 Ｎｏ. 事業概要等 事業主体 

【再掲】 
児童権利擁護事業 

２-３-１ 
【再掲】 
子ども食堂支援事業 

子ども家庭センター 

【再掲】 
産前・産後支援事業 

２-３-２ 
【再掲】 
乳児家庭全戸訪問等事業 
産前・産後支援子育て事業 

子ども家庭センター 

【再掲】 
妊娠経済的支援事業 

２-３-３ 
【再掲】 
低所得妊婦を対象に初回産科受診料
を助成 

子ども家庭センター 

【再掲】 
出産経済的支援事業 

２-３-４ 
【再掲】 
経済的理由で入院助産を受けられな
い妊婦に対する支援 

子ども家庭センター 

就学援助事業 ２-３-５ 
経済的理由で小・中学校への就学が
困難な児童生徒の保護者への支援 

学校教育課 

修学・進学等支援事業 ２-３-６ 
修学・進学を希望する経済的困難な
者に対する入学支度金の貸与や入学
支援金の支給 

学校教育課 

生活保護事業 ２-３-７ 生活保護事業 福祉課 

生活困窮者自立支援事業 ２-３-８ 
生活困窮者自立相談支援事業 
生活困窮者家計改善支援事業 

福祉課 

住居確保困窮離職者就労
支援事業 

２-３-９ 住居確保困窮離職者就労支援事業 福祉課 

【再掲】 
包括的自立支援事業 

２-３-10 
【再掲】 
就労準備支援事業 

福祉課 

【再掲】 
職業紹介事業 

２-３-11 
【再掲】 
無料職業紹介所による就職支援 

商工政策課 
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（４）障がいのある子ども・若者の支援の充実 

子どもの障がいを早期に発見し、相談や巡回相談などを通じて必要な支援につなげる

とともに、医療的ケアが必要な子どもには、その家族を含め、ニーズに応じた支援を行

っていきます。 

また、障がいのある子ども・若者とその家族が、住み慣れた地域で自分らしく生活で

きるよう、相談支援や生活・就労支援の充実を図り、障がい年金制度をはじめとする各

種制度の周知に努めます。さらに、障がいの有無に関わらず、すべての子どもが共に教

育を受けられるインクルーシブ教育を推進します。 

 

事務事業 Ｎｏ. 事業概要等 事業主体 

【再掲】 
乳幼児健康支援事業 

 ２-４-１ 乳幼児健康診査事業 子ども家庭センター 

【再掲】 
子ども発達支援事業 

 ２-４-２ 
【再掲】 
就学前の乳幼児及び保護者への発達
に関する相談・検査・紹介 

子ども家庭センター 

特別児童扶養手当事業 ２-４-３ 特別児童扶養手当事業 子ども家庭センター 

【再掲】 
幼児教育・保育向上事業 

２-４-４ 要支援児童加配事業 子ども家庭センター 

【再掲】 
特別支援教育推進事業 

２-４-５ 

【再掲】 
教育支援委員会の開催 
特別支援教育支援員の配置 
特別支援教育相談室(ひまわり教室)
の運営 
通級指導教室事業・特別支援学級の
整備 

学校教育課 

【再掲】 
学校運営事業 

２-４-６ 
医療的ケアが必要な児童生徒の就学
支援 

学校教育課 

障がい者生活支援事業 ２-４-７ 特別障がい者手当等給付事業 福祉課 

障がい者相談支援事業 ２-４-８ 障がい者相談支援事業 福祉課 

障がい者就労促進事業 ２-４-９ 就労を希望する障がい者への支援 福祉課 

重度障がい者医療事業 ２-４-10 重度障がい者医療費用負担軽減事業 市民国保課 

障がいのある人の交流活
動促進事業 

２-４-11 障がい者交流活動支援事業 福祉課 
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（５）児童虐待防止対策の推進、自殺対策の推進 

地域や保育所、学校、行政などの関係機関が連携し、要保護児童などに対して適切な

保護・支援を行うとともに、児童虐待の早期発見及び早期対応に取り組みます。 

また、子ども家庭センターでは、すべての妊産婦や子育て世帯、子どもに対して、母

子保健と児童福祉を一体化した相談支援を提供することで、虐待の予防的対応から子育

てに困難を抱える家庭の支援まで、個別のケースに応じた切れ目のない支援を行いま

す。 

さらに、ヤングケアラーなど自覚しにくく、支援を求めにくい状況にある子どもの

SOSを、日々子どもと接する学校などの関係機関を通じて把握し、自立支援を含めた必

要な支援を届けるための相談対応体制を整備します。 

 

事務事業 Ｎｏ. 事業概要等 事業主体 

【再掲】 
乳幼児健康支援事業 

２-５-１ 
【再掲】 
乳幼児健康診査事業 

子ども家庭センター 

【再掲】 
児童権利擁護事業 
青少年健全育成対策事業 

２-５-２ 
要保護児童等対策支援事業 
子ども・若者相談室事業 

子ども家庭センター 

自殺対策推進事業 ２-５-３ 
ゲートキーパー養成研修 
自殺対策啓発事業 
自殺対策計画進捗管理事務 

福祉課 
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（６）安心して外出できる環境の整備 

子どもの生命を守り、犯罪被害や事故、災害からの安全を確保することが、全ての子

どもが健やかに育つための大前提であるとの認識の下、防犯・交通安全対策や防災対策

を進め、子どもやその保護者が安心して外出できる環境づくりに努めます。 

また、子ども連れでも安心して出かけられる場所である公園の維持管理を地域住民と

協力して適切に行っていくとともに、子どもが安全に外で遊べる環境づくりに取り組み

ます。 

 

事務事業 Ｎｏ． 事業概要等 事業主体 

防犯対策事業 ２-６-１ 安全安心まちづくり推進事業 総務課 

交通安全推進事業 ２-６-２ 交通安全対策事業 総務課 

道路改良事業 ２-６-３ 道路改良事業 建設課 

公園管理事業 ２-６-４ 公園管理 都市整備課 

 

 

  



 
64 

 

３ 保護者が安心して子育てができる環境を確保します 

（１）子育て世帯の経済的負担の軽減 

子育て世帯の生活の安定と子どもの健全な成長を促進するため、児童手当など各種手

当を法令に基づき適正に支給します。また、子ども医療費の無償化に引き続き取り組

み、医療機関の受診に伴う経済的負担を軽減します。さらに、経済的負担が大きくなる

産前産後においては、国民健康保険税や国民年金保険料の免除制度の周知を図り、必要

な経済的支援を継続的に実施します。 

 

事務事業 Ｎｏ． 事業概要等 事業主体 

児童手当事業 ３-１-１ 児童手当事業 子ども家庭センター 

子ども医療事業 ３-１-２ 子ども医療費用負担軽減事業 市民国保課 

【再掲】 
産前・産後支援事業 

３-１-３ 
産前・産後支援子育て事業 
妊婦支援給付事業 

子ども家庭センター 
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（２）地域における子育て支援の充実 

子育て世帯が地域の中で楽しみながら子育てができるように、地域と行政が一体とな

って、子育ての応援ができる体制を構築していきます。また、「子育て世帯が安全に安心

して過ごせる居場所」を提供し、地域社会とつながる取り組みを実施する子育て支援団

体などの活動を促進します。 

また、地域や団体が行う青少年育成事業と連携し、多様な体験や学びの場を提供し、

地域で子どもたちの成長を支えていく環境づくりに取り組みます。 

さらに、地域団体や関係機関との連携強化に努め、地域におけるつながりの形成及び

子育て支援事業の充実を図ります。 

 

事務事業 Ｎｏ． 事業概要等 事業主体 

【再掲】 
子育て応援事業 

３-２-１ 
【再掲】 
子育て応援サポーター活動推進事業 

子ども家庭センター 

【再掲】 
乳幼児親子交流・支援
事業 

３-２-２ 

【再掲】 
乳幼児親子居場所提供事業 
～つどいの広場でんでんむし事業～ 
地域乳幼児親子交流促進事業 
～ミニつどいの広場事業～ 
IPPOプログラム事業 

子ども家庭センター 

【再掲】 
地域乳幼児親子交流・
支援事業 

３-２-３ 
【再掲】 
乳幼児親子交流事業 
～親子あそび事業～ 

青少年育成課 

【再掲】 
児童権利擁護事業 

３-２-４ 
【再掲】 
子ども食堂支援事業 

子ども家庭センター 

【再掲】  
読書活動促進事業 

３-２-５ 地域文庫活動支援事業 文化課 

【再掲】 
青少年育成活動推進事
業 

３-２-６ 

【再掲】 
放課後子供教室事業 
寺子屋 
通学合宿 

青少年育成課 
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（３）ライフ・ワーク・バランスの促進 

事業主や労働者に対して、ライフ・ワーク・バランスの重要性についての理解を促

し、男性、女性ともに家庭で子育てする時間を確保していくために、仕事と家庭のバラ

ンスのとれた働き方を推進するための啓発を進めます。 

また、父親の子育てに対する不安感の緩和や孤立を防止するとともに、男性の育児参

加を促進するため、子育て中の父親が気軽に集い、父親同士がつながる場所を継続的に

提供し支援していきます。 

 

事務事業 Ｎｏ． 事業概要等 事業主体 

【再掲】 
乳幼児親子交流・支援
事業 

３-３-１ 

【再掲】 
乳幼児親子居場所提供事業 
～つどいの広場でんでんむし事業～ 
地域乳幼児親子交流促進事業 
～ミニつどいの広場事業～ 
IPPOプログラム事業 

子ども家庭センター 

【再掲】 
地域乳幼児親子交流・
支援事業 

３-３-２ 
【再掲】 
乳幼児親子交流事業 
～親子あそび事業～ 

青少年育成課 

男女共同参画推進事業 ３-３-３ 
男女共同参画啓発事業 
(男女共同参画社会実現のための啓
発や講演会の開催) 

人権センター 

【再掲】 
職業紹介事業 

３-３-４ 
【再掲】 
無料職業紹介所による就職支援 

商工政策課 
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（４）ひとり親家庭への支援 

ひとり親家庭の親は、ひとりで生計を立てながら子育ても担わなければならず、経済

的に厳しい状況に置かれやすく、社会的に孤立し、困難をひとりで抱え込む傾向があり

ます。 そこで、児童扶養手当などの経済的支援に加え、ひとり親家庭が安心して生活

や子育てができるように、相談体制の充実を図り、自立を促進するためのさまざまな支

援を行います。 

 

事務事業 Ｎｏ． 事業概要等 事業主体 

児童扶養手当事業 ３-４-１ 児童扶養手当事業 子ども家庭センター 

ひとり親家庭等支援事業 ３-４-２ 
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 
母子父子家庭自立支援給付金事業 

子ども家庭センター 

ひとり親家庭等医療事業 ３-４-３ 
ひとり親家庭等医療費用負担軽減
事業 

市民国保課 

 


